
南阿蘇村公告第 20 号 

条件付一般競争入札公告 

 

 下記のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６及び南阿蘇村契約規則（平成２６年規則第１１号）第９条の規定に基づき公告します。 

 

令和８年 6 月 19 日 

 

南阿蘇村長 太田 吉浩 

 

１ 入札に付する事項について 

 （１）入札件名   南阿蘇村第 8 期障がい福祉計画及び第 4 期障がい児福祉計画 

策定等業務委託 

 （２）事業概要   別紙仕様書のとおり 

（３）履行期限   契約締結日の翌日から令和９年３月２6 日まで 

（４）予定価格   一金 4,500,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

（５）最低制限価格 設定しない 

 （６）その他  

   ア この入札は、入札前に競争参加の審査を行う事前審査型入札である。 

   イ この入札は、郵便（配達日指定郵便）にて行う入札である。（持参達も可とする。） 

   

※仕様書等については、村ホームページからダウンロードして下さい。 

 

２ 競争入札に参加できる者の資格要件 

（１）南阿蘇村競争入札心得に基づき、一般競争入札参加資格者として登録されていること。 

 （２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

（３）破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産の申立て、会社更生法（平成 14 年法

律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

（４）南阿蘇村指名停止基準に基づく指名停止を公告日、入札（開札）日のいずれにおいても受けて

いないこと。 

（５）既に障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の計画策定業務委託契約を締結し、履行（完了）し

た実績があること。（元請、過去 10 年以内のものに限る。） 

（６）九州内に本店若しくは支店等を有すること。 

（７）個人情報の適切な取り扱いを保証できること（プライバシーマークの取得又は個人情報保護の

遵守についての規約等を定めているなど） 

 

3 入札参加確認書等の提出書類 

（１） 条件付一般競争入札参加資格確認書（様式第１号）    １部 

（２） 会社案内若しくは会社経歴書（営業所一覧を含む）    １部 

（３） 実績調書（様式第２号又は任意様式）          １部 

（４） 個人情報の適切な取り扱いを保証できることが確認できる書類 

（JIPDEC ホームページ内の画面写し又は貴社の規約等） １部 



4 入札日程 

入札手続等 期間・期日等 場所・留意事項 

仕様書の閲覧及び配布 令和８年 6 月 19 日(金）から 

令和８年 6 月 25 日(木）まで 

南阿蘇村ホームページで公開する。 

入札参加確認書等の提出 

様式第１号 

令和８年 6 月 19 日(金）から 

令和８年 6 月 26 日(金）まで 

南阿蘇村役場 福祉課へ持参すること。 

質疑書の提出 令和８年 6 月２4 日(水）まで 様式第３号質疑書にて、電子メールで提出

すること。 

fukushi@vill.minaiaso.lg.jp 

質疑書の回答 令和８年 6 月 26 日(金）まで 南阿蘇村ホームページにて回答。 

参加資格審査結果通知 令和８年 6 月 29 日(月） 様式第４号入札参加資格結果通知を送付

する。 

入札書配達指定日 令和８年 7 月 8 日(水） 

※持参達の場合は午後５時ま

でとする。 

配達日指定郵便 ※１ 

もしくは持参達も可とする。 

開札日時 令和８年 7 月 9 日(木） 

  10 時００分から 

南阿蘇村役場 庁舎１階 

西会議室 ※２ 

落札決定 令和８年 7 月 9 日 11 時以降 落札者に決定通知を送付します。 

 

※１ 配達日指定郵便の方法については、別途（郵送用封筒記載例）参照のこと。 

   詳細については、郵便局にて確認すること。なお、配達指定日以外の日に到着した入札書等は、

理由のいかんにかかわらず受理しない。また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 

※２ 入札参加者の開札会場への来場は自由とする。 

 

５ 入札保証金及び契約保証金 

   ①入札保証金  免除 

   ②契約保証金  有（落札後、保証の種類を申し出ること） 

 

6 その他 

（１） 当該入札に参加資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（２） 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。 

（３） 事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、または延期する場合があ

る。 

（４） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）

の最低価格をもって落札価格とする。 

（５） 入札価格内訳書は必ず入札書に同封すること。同封されない場合は、その入札書を無効とする。 

（６） 本公告、法令及び南阿蘇村の契約関係条例等に定めがあるもののほか、入札契約等に関する取り

扱いは南阿蘇村入札心得に従って行う。 

（７） 問合先  阿蘇郡南阿蘇村大字河陽 1705-1 

         南阿蘇村役場 福祉課 福祉係    電話 0967-67-2705 


